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第４段階（3割） 198,290 205,358 212,979 220,183 227,178

第４段階（2割） 171,407 176,139 181,220 186,022 190,685

第４段階（1割） 144,554 146,920 149,460 151,861 154,193

第3段階　Ⅱ 110,954 113,320 115,860 118,261 120,593

第3段階　Ⅰ 89,654 92,020 94,560 96,961 99,293

第2段階 67,154 69,520 72,060 74,461 76,793

第1段階 64,454 66,820 69,360 71,761 74,093

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

〒270-2251　千葉県松戸市金ケ作139-10　特別養護老人ホームあすなろ

TEL047-311-7001　FAX047-311-7171

URL：http://asunaro-takagi.com/tokuyo

市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 または生活保護費受給者

市町村民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

市町村民税非課税世帯で第２段階以外の方

上記以外の方

社会福祉法人　高木福祉会

特別養護老人ホームあすなろ　利用料一覧表（３０日利用時の自己負担額料金表）

令和3年8月1日現在　　

　　　上記は、介護保険（基本サービス費・加算）料・食費・居住費・預かり金管理費（3000円/月）

　　　日用品（1000円/月）を含んだ料金です。

　　　　　（端末処理の関係で、利用料に多少変動が生じることがあります。）


